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地方独立行政法人玉野医療センター中期計画 

 

前文 

 総合病院玉野市立玉野市民病院（以下「玉野市民病院」という。）と玉野三井病院は、

公立病院と企業立病院という設立主体の垣根を越えて連携することに合意し、地方独立行

政法人制度のもと令和３年４月１日に地方独立行政法人玉野医療センター（以下「玉野医

療センター」という。）として再出発を果たすこととなりました。 

 玉野医療センターでは、これまで玉野市民病院と玉野三井病院が培ってきた診療機能を

引き継ぐとともに、それぞれの特徴を生かしつつ１つの法人として融合できるよう、医療

提供体制の機能分化や集約を図ってまいります。また、今後見込まれる少子高齢化や人口

減少といった社会構造の変化に柔軟かつ迅速に対応し、安全・安心な医療を将来にわたっ

て提供してまいります。 

 また、いずれも老朽化の進む病院施設を１本化し、刻々と変化する医療需要にも柔軟に

対応できるよう、令和６年度を目途とし新病院建設を進めてまいります。 

これらを踏まえて、玉野医療センターは玉野市長より示された中期目標を達成するため、

地方独立行政法人制度の利点である自律性及び機動性を最大限発揮し、地域の中核医療機

関として地域包括ケアシステムの中心を担っていくとともに、玉野市が出資する公的な医

療機関であることの役割を十分認識し、地域医療への貢献を欠かすことの無いよう、安

全・安心な医療の提供と、市民の健康増進及び福祉施策へ寄与し、市民のための病院とな

るよう、ここに中期計画を定めるものです。 

 

 

第１ 中期計画の期間 

   令和３年４月１日から令和７年３月３１日までの４年間とする。 

 

 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 １ 担うべき医療提供体制 

 （１）救急医療 

   ア 救急患者受入体制 

    玉野市民病院及び玉野三井病院のいずれも救急告示病院の指定を受け、それぞれ

の病院で救急患者の受け入れを行ってきたが、一体的な運用を行うことで病院間で

の役割分担と連携を深め、機能の集約、受診体制の充実を図ることで、１次救急か

ら２次救急を始めとした地域救急を積極的に受け入れ、断らない医療を実践する。 



 

- 2 - 
 

   【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

救急受入件数     ８２０件 ６０６件     ２５６件 

救急受入率    ６７.６％    ６７.３％   ６０.５％ 

 

   イ 市内外の医療機関との連携 

    急性期病院からの救急専門医派遣の受け入れと地域の医療機関との連携により、

救急医療体制の強化を図る。 

 

   ウ 救急隊との連携 

    救急隊との情報共有のための研修会及び救急救命士の病院実習等の機会を通して、

救急隊との連携を密にし、救急患者を受け入れしやすい環境を整える。 

   【指標】 

目標指標 
令和６年目標 参考（令和元年実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

救急搬送割合※    ２７.８％      ２０.０％ ７.９％ 

   ※救急搬送割合＝病院搬送件数／玉野市消防搬送件数（1月～12月） 

 

 （２）小児・周産期医療 

   ア 小児医療 

    小児専門医の確保による外来診療の継続と入院診療の再開を目指すとともに、重

症疾患や緊急処置が必要な患者に対する専門治療のため、小児救急医療支援病院

（県南東部医療圏内に２施設）や近隣の救急医療機関と密接に連携し、安心して子

育てできる環境を支援する。 

 

   イ 周産期医療 

    周産期専門医の確保による婦人科外来診療を継続するとともに、周産期医療を取

り巻く環境や医療提供体制の変化を踏まえつつ、総合周産期母子医療センター（県

南東部医療圏内に１施設）や地域周産期母子医療センター（同２施設）と密接に連

携し、安心して産み育てられる環境を支援する。 

 

 （３）リハビリテーション医療 

   ア リハビリテーション実施体制 

    早期治療・早期退院を実現するため、３６５日リハビリテーション体制を維持し
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治療の初期段階からリハビリテーションによる介入を行うとともに、十分なスタッ

フを配置することで回復の目安となるアウトカム評価の向上を図り、患者の在宅復

帰を支援する。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

リハビリ提供単位数※     ４.８  ４.５ － 

実績指数※    ５５.３ ５５.３ － 

   ※回復期リハビリテーション病棟での指標 

※リハビリ提供単位数＝１日１人あたり提供単位数 

    ※実績指数＝１日あたりのFIM得点の改善度を入棟時を踏まえて指数化した指標 

 

   イ 退院後のフォロー体制 

    退院後も在宅での自立した生活が継続できるよう、リハビリテーションスタッフ

が自宅まで訪問し、在宅でも治療（リハビリテーション）が続けられるようサポー

ト体制を整える。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

訪問リハビリ件数   ４,６３０件 ４,４６０件 － 

    

   ウ 外来リハビリテーションの実施 

    外来診療が終わった後や退院した後でも継続してリハビリテーションを必要とす

る患者に対して、必要なリハビリテーションが提供できるよう、外来診療の１つと

してリハビリテーションを実施する。 

 

 （４）検診・予防医療 

   人間ドック、生活習慣病予防健診、特定健診、企業健診、予防接種など様々な予防

医療を実施することで、疾病の早期発見または生活習慣病の予防につなげていくと

ともに、市の施策と連携し健診受診率の向上に向けた啓発活動への取組みに寄与す

る。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

人間ドック・健診受診者数 １１,５００件 ５,０６９件 ６,３０５件 

予防接種件数    ４,３００件 ２,４２７件 ２,３７７件 
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（５）在宅医療 

   ア 地域包括ケアシステム 

    国の進める地域包括ケアシステムの構築に向けて、かかりつけ医や介護事業所等

との連携強化を図り、今後の需要増加が見込まれる在宅医療の取組みを推進する。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

在宅復帰率※ ８４.０％ ８９.９％ ８０.３％ 

訪問診療件数   １,２００件 １０８件 １,０５８件 

訪問看護件数   １,２００件 １,３９０件 １１８件 

    ※在宅復帰率＝地域包括ケア病床、回復期リハビリテーション病棟での指標 

 

   イ 在宅療養支援病院 

    玉野三井病院が認定を受けていた在宅療養支援病院の機能を引き継ぎ、２４時間

体制で緊急対応できる体制を整備し、安心して自宅で療養生活が送れるよう在宅療

養環境を支援する。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

緊急の往診件数    ４４件 － ４４件 

在宅の看取り件数    １０件 － １０件 

  

（６）災害医療 

   災害時にあっても途切れることなく、診療体制及び医療機能が維持されるよう災害

時活動マニュアルを具備し、定期的な訓練と災害時を想定した医薬品、水、食料等

の備蓄、設備の維持管理を行うとともに、公的な医療機関として医療救護活動を通

して、災害時における医療の中心的な役割を担う。 

   また、新病院は最新の耐震基準に準拠した施設にするとともに、津波浸水等への対

策を行うことで、将来的に見込まれる南海トラフ地震等の災害へ備える。 

 

 （７）新たな感染症への対応 

   新病院の整備に合わせて患者動線や諸室の配置に配慮した造りとすることで、治療

を必要とする患者に対して適切な医療が提供できる体制を確保するとともに、市及

び関係機関、医療圏内の感染症指定医療機関（第１種：１施設、第２種：２施設）

と連携し、早期の収束に向けて地域における中心的な役割を担う。 
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 ２ 医療の質の向上 

 （１）地域医療への貢献 

   ２病院が培ってきた診療体制を引き継ぎ、多様な診療機能をもった施設を展開する

ことで、他院からの受け入れ、治療後のかかりつけ医への転院など地域医療の架け

橋として、地域住民及び地域の医療機関から信頼される病院を目指す。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

紹介率   ３３.８％ １３.４％ ２７.６％ 

逆紹介率   ３１.４％  ５.０％ １５.２％ 

 

 （２）相乗効果の発揮 

   市立の公立病院、企業立の民間病院として運営されてきた２つの病院の統合により、

それぞれが培ってきた医療技術や知識を共有し、共通意識のもとで医療スタッフの

融合を図ることで、医療水準の全体的な底上げを目指す。 

 

 （３）チーム医療の実施 

   医師、看護師を始め、検査及びリハビリ等の医療技術スタッフ、社会福祉士など多

職種が集まり定期的にカンファレンスを実施し、早期の在宅復帰に向けたチーム医

療の推進を図る。 

   また、感染対策チーム（ＩＣＴ）や栄養サポートチーム（ＮＳＴ）など、他職種で

構成される医療チームを積極的に活用し、療養環境のサポートを行う。 

 

 （４）医療従事者の確保及び育成 

   ア 医療従事者の確保 

    岡山大学を始めとする教育機関、市内外の医療機関との連携により、医師及び研

修医の派遣・受入れ体制を確保するとともに、合同説明会への参加や病院見学会の

開催など多様な広報活動を通じて、多様で優秀な人材の確保に努める。 

    特に、医師については地域枠の設定など、国・県が進める医師偏在対策の動向を

注視し、制度の利活用など地域医療の継続に必要となる人員の確保に向けて積極的

に推進する。 

 

   イ 医療従事者の育成 

    地域医療の基幹病院として、地域に根ざした実地での研修を通じて経験の蓄積や

知識の習得により人材の育成に寄与する。  
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 （５）調査・研究・治験への取組み 

   地域医療へ果たすべき役割のみならず将来に向けた医療水準の向上への一助として、

積極的に調査・研究・治験への取組みを推進する。 

   また、院内外研究会等の機会を設け職員の意識高揚を図るとともに、研究成果を共

有することで、医療水準の向上に努める。 

 

 ３ 患者サービスの向上 

 （１）患者中心の医療の提供 

   ア インフォームドコンセントの徹底 

    患者の知る権利、自己決定権、自律の原則を尊重する行為であることを根底とし、

医療に関する情報を共有することで、医療スタッフと患者との相互理解のもと治療

が進められるよう、患者の尊厳を守り、患者・家族の権利に配慮したインフォーム

ドコンセントの徹底を行う。 

 

   イ 安静な療養環境の提供 

投書箱等の活用により、患者や家族等からの様々な意見、ニーズを把握し、サー

ビスの向上につなげるとともに、院内環境を整備することで療養に専念できる環境

を提供する。 

 

 （２）地域との交流 

   院内の施設を活用し、病院見学会、院内イベントや健康教室、公開講座などの機会

を通じて、地域の方々との交流の機会を持ち、来院しやすい環境づくりに努める。 

   また、市内で開催されるイベント等への参加を行うことで、より身近な存在として

地域住民に求められる病院となるよう交流機会を設けていく。 

 

 （３）医療安全対策 

   ア 医療安全対策 

    組織的な医療安全への取組みを進めるため、医療安全対策チームを設置し、医療

安全管理者のもと院内の状況把握及び分析を行うとともに、研修等の機会を通じて

全職員で医療事故防止に対する認識を共有することで、医療安全に係る体制を継続

的に確保する。 

 

   イ 感染防止対策 

    感染対策チームを設置し、定期的に院内の巡回を行うことで院内感染状況の把握、

感染防止対策の実施状況を確認するとともに、院内感染対策を目的とした職員への

研修を通して、感染防止対策を徹底する。 
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 （４）積極的な情報発信 

   ホームページや広報誌、病院紹介パンフレットなど、様々な広報媒体並びにＩＣＴ

（情報通信技術）等を活用し、多くの方に当院の取組み、診療情報などを積極的に

発信することで、地域に根ざした、地域の医療機関としての認知度の向上を図る。 

 

 （５）コンプライアンスの徹底 

   内部統制を所管する委員会を設置し、医療法を始めとする関係法令の遵守を徹底す

るとともに、定期的に全職員へ研修を実施するなど、適正な病院運営に努める。 

   また、個人情報保護や情報公開について、玉野市の個人情報保護条例及び情報公開

条例に準拠し、カルテ等の個人情報の保護と患者及び家族等への情報公開について

適切な対応を行う。 

 

 ４ 医療機関との連携 

  地域包括ケアサービスの実現に向けて、地域の医療機関との機能分化及び役割分担を

進めるとともに、晴れやかネットへの積極的な参画により医療情報ネットワークを活用

した診療情報の共有を行い、病院完結型医療から地域完結型医療へと転換を図ることで、

地域全体で医療を支える体制の構築を目指す。 

 

 ５ 関係機関との連携 

 （１）行政機関との連携 

   市の行政施策と連携し、健診率の向上、ヘルスケアサービスとの連動等により、健

康増進及び疾病予防施策へ寄与することで、市が設立する公立の医療機関としての

役割を果たす。 

 

 （２）医師会等との連携 

   地元医師会を始め、かかりつけ医、介護事業所等との連携により地域全体で医療・

介護にあたることができるよう、周辺の先進事例の研究も行いながら、地域包括ケ

アシステムの構築を目指す。 

 

 （３）教育機関との連携 

   地域医療の最前線を担う医療機関であると同時に、実地教育の場として積極的に研

修の受け入れを行うことで、教育機関と相互協力関係を構築し、安定的な人材の確

保及び育成を進める。 

 

 



 

- 8 - 
 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 １ 業務運営体制の構築 

 （１）運営体制 

   地方独立行政法人制度のもと、理事長がリーダーシップを発揮し、迅速な意思決定

と職員への周知を徹底することで効率的な運営を行うとともに、独立した法人とし

て職員一人ひとりが独立採算の原則を理解し、経営に関する責任と意識を持って自

主的かつ弾力的に動くことのできる運営体制を構築する。 

   また、法人全体として２病院体制から１病院体制へと変化を迎える中にあっても、

柔軟かつ一体的に運営を行う。 

 

 （２）管理体制の強化 

   内部監査を実施する部門を設置するとともに、内部統制を担当する役員及び監事が

適切な職務の執行を確保できるよう管理体制を整備する。 

 

 （３）外部評価等の活用 

   監事による法人の監査及び評価委員会による第三者視点からの病院運営に係る評価

を受けることで、適宜必要な見直しを行い業務の効率化を図る。 

   また、公益財団法人日本医療機能評価機構が提供する病院機能評価等を活用し、中

立的、科学的、専門的な見地からの評価を受けることで、適切な病院運営を維持す

る。 

 

 ２ 職場環境の整備 

 （１）働きやすい職場環境の整備 

   ア ワークライフバランスへの配慮 

育児・介護休業制度の適正な運用により仕事と家庭の両立を支援する。 

    

イ 院内施設整備 

院内に病児病後児保育施設を整備し、職員の利用も促すことで安心して子育てが

できる環境作りを進める。 

 

   ウ コミュニケーションの活性化 

    職員互助会等の活動を支援し、職員間のコミュニケーションの円滑化を図る。 

 

   エ 専門性の向上 

    医師や看護師等の業務の多様化、複雑化に対応するため、必要に応じて医療クラ
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ークや看護助手等の配置を行い、業務の専門性の向上を図る。 

 

 （２）職員の職務能力の向上 

   ア 研修制度及び資格取得支援制度の充実 

    専門的な知識や技術の習得を推進し、研修会への参加、資格の取得等について助

成を行うなど、研修制度及び資格取得支援制度の充実を図る。 

 

   イ プロパー職員の育成 

    法人運営に関する業務の習熟のため、段階的な出向職員からプロパー職員への業

務の引き継ぎ、外部研修への参加、雇用の確保等によりプロパー職員の育成を図る。 

 

 （３）効果的な人事・給与制度の構築 

   法人の移行に合わせて、新たな人事給与制度へと転換を図るなかで、職員の業績や

能力、職責に応じた仕事が適正に反映される、公正・公平な人事給与制度を構築し、

職員のモチベーションの向上と組織の活性化を図る。 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 １ 経営基盤の確立 

  本中期計画期間中には、新病院建設に関する費用が計上されるため、全体で見れば

一時的な収支の悪化が見込まれるものの、経営統合に合わせて行う業務の見直し等に

より、新病院建設費用を除いた収支では、中期計画期間中を通して収支の均衡を目指

し、新病院の開院に向けて経営基盤を確立する。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

医業収支比率 ８５.１％ ９１.３％ １０４.６％ 

経常収支比率 ９２.６％ ９８.２％ １０４.５％ 

 

 ２ 収入の確保と経費の節減 

 （１）収入の確保 

   経営統合に係る２病院体制時の機能分化、新病院への機能集約に加えて、医療スタ

ッフの重点的な配置転換等を行うことで、医療水準の向上及び新たな施設基準の認

定、診療報酬の加算等を取得することで収入の向上を図る。 

   また、電子カルテシステムの導入を進め、請求漏れの防止及び業務の効率化により
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診療報酬の確保を図る。 

   【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

病床稼働率 ８１.７％     ６１.３％    ７７.０％ 

入院患者数  ７４,３９９人 ４４,６２５人  ３０,９８２人 

外来患者数 １２８,２９４人  ５８,０９１人  ７６,８９１人 

入院収益    ２０.７億円    １３.７億円 ８.８億円 

外来収益    １０.５億円     ５.４億円     ６.１億円 

 

 （２）経費の節減 

   ２病院が統合することの利点を最大限活用し、新たな人事給与制度のもとで効果

的な運用を行うとともに、２病院間及び新病院における効率的な人員配置により給

与費の適正化を図る。 

また、官民の経営手法を活かした業務内容の精査を進め、必要性の有無だけでな

く、契約手法から契約内容に至るまでの業務全般にわたる経費の節減を図る。特に、

診療材料や薬品等においては、経営統合によるスケールメリットを活かした積極的

な価格交渉により費用の圧縮を図る。 

【指標】 

目標指標 
令和６年度目標 参考（令和元年度実績） 

玉野医療センター 玉野市民病院 玉野三井病院 

対医業収益給与費比率 ７９.０％ ７０.５％ ６４.５％ 

対医業収益材料費比率 １１.６％ １２.４％ １５.５％ 

対医業収益経費比率 ２０.８％ ２２.２％ １０.９％ 

 

 ３ 運営費負担金 

  運営費負担金は公的な医療を継続して提供するために救急医療、小児医療などの不採

算医療及び政策的医療に係る経費に充当するものとして必要最低限に留め、独立採算の

原則に基づき縮減を図る。 

  新病院建設を始めとする建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費

負担金については、最大限設備投資に係るコストの縮減を図り、負担の軽減に努める。 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 新病院の整備 
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  地域医療の中核を担う病院として、将来的な医療需要も勘案した適正かつ多様な機能

を備えた新病院の整備を進めるとともに、本市の医療連携の拠点としての役割を担うこ

とのできる施設とする。 

 

 ２ 新病院への移行 

  患者や医療機器の移転から、開院時の混乱を極力減らすことのできるよう、十分な準

備のもと、円滑な移行作業を行う。 
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第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 １ 予算（令和３年度から令和６年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注）金額は、それぞれ四捨五入によっているので、合計と一致しないものがある。 

 

 

 

（単位：百万円）

収入

営業収益

医業収益

運営費負担金

その他営業収益

営業外収益

運営費負担金

その他の営業外収益

資本収入

運営費負担金

長期借入金

その他資本収入

その他の収入

計

支出

営業費用

医業費用

給与費

材料費

経費

研究研修費

一般管理費

営業外費用

資本支出

建設改良費

償還金

その他の支出

計

334

0

25,188

37

1,956

331

9,136

8,802

15,721

13,765

9,927

1,983

1,818

0

7,714

954

0

25,181

98

227

152

75

8,668

区分 合計

16,286

14,591

1,597
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【人件費の見積り】 

    期間中総額１０,９２２百万円を支出する。 

    なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び

退職手当の額に相当するものである。 

 

  【運営費負担金】 

    運営費負担金については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金につい

て」に準じて算定した額とする。 

    建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金等については、

経常費助成のための運営費負担金とする。 
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２ 収支計画（令和３年度から令和６年度まで） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）金額は、それぞれ四捨五入によっているので、合計と一致しないものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

収入の部

営業収益

医業収益

運営費負担金

資産見返負債戻入

その他営業収益

営業外収益

運営費負担金

その他の営業外収益

臨時利益

支出の部

営業費用

医業費用

給与費

材料費

経費

減価償却費

研修研究費

一般管理費

営業外費用

臨時損失

純利益

目的積立金取崩額

総利益

区分 合計

16,593

16,366

14,591

1,597

80

98

227

152

75

0

16,724

16,370

14,410

9,927

1,983

1,841

622

37

△ 131

1,960

336

18

△ 131

0
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 ３ 資金計画（令和３年度から令和６年度まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注）金額は、それぞれ四捨五入によっているので、合計と一致しないものがある。 

 

 

 

  

 

 

 

 

（単位：百万円）

資金収入

業務活動による収入

診療業務による収入

運営費負担金による収入

その他の業務活動による収入

投資活動による収入

その他の投資活動による収入

財務活動による収入

長期借入による収入

その他の財務活動による収入

前期中期目標期間からの繰越金

資金支出

業務活動による支出

給与費支出

材料費支出

その他の業務活動による支出

投資活動による支出

有形固定資産の取得による支出

その他の投資活動による支出

財務活動による支出

長期借入金の返済による支出

移行前地方債償還債務の償還による支出

その他の財務活動による支出

次期中期目標期間への繰越金 △ 12

0

398

0

160

238

10,922

1,983

3,088

8,802

8,802

7,714

0

0

25,193

15,993

1,749

172

954

954

7,714

区分 合計

25,181

16,513

14,592



 

- 16 - 
 

第７ 短期借入金の限度額 

 １ 限度額  ７００百万円 

 ２ 想定される短期借入金の発生事由 

 （１）賞与の支給等による一時的な資金不足への対応 

 （２）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 

 （３）施設整備、医療機器等の購入に係る一時的な資金不足への対応 

 

 

第８ 出資等に係る不要財産の処分に関する計画及びその他重要な財産を譲渡し、又は担

保に供する計画 

  新病院への移転に伴い、玉野市民病院の土地、建物は玉野市への納付又は譲渡を行

う。 

 

 

第９ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は、病院施設の整備、医療機器の購入、教育・研

修体制の充実、将来の資金需要に対応するための預金等に充てる。 

 

 

第10 料金に関する事項 

 １ 料金 

 （１）健康保険法（大正11年法律第70号）、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）、介護保険法（平成９年法律第123号）、その他の法令等に基づき

算定した額 

 （２）前号の規定により難いものについては、別に理事長が定める額 

  

２ 料金の減免 

  理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を減免することが

できる。 

 

 

第11 地方独立行政法人玉野医療センターの業務運営等に関する規則で定める業務運営に

関する事項 

 １ 施設及び設備に関する計画（令和３年度から令和６年度まで） 

（単位：百万円） 
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施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備 １２５  玉野市長期借入金等 

新病院建設整備  ７,６９５  玉野市長期借入金等 

 

 ２ 人事に関する計画 

 （１）適切な人員配置 

   ２病院体制による機能分化を進め、それぞれの病院がもつ役割に合わせた適切な人

員配置を行う 

 

 （２）人事・給与制度の構築 

   統合・再編に伴う人事・給与制度の統一と業績や職責に応じた評価制度の確立を行

うとともに、２病院間での人事交流・人事異動等により様々な医療現場での経験を

通して人材の育成に努める。 

 

 ３ 中期目標の期間を超える債務負担 

 （１）移行前地方債償還債務 

（単位：百万円） 

内容 
中期目標期間 

償還額 

次期以降 

償還額 
総債務償還額 

移行前地方債償還債務 １３３  １３  １４６  

 

 （２）長期借入金償還債務 

（単位：百万円） 

内容 
中期目標期間 

償還額 

次期以降 

償還額 
総債務償還額 

長期借入金償還債務 ２７  ７,７９３  ７,８２０  

 

 ４ 積立金の処分に関する計画 

  なし 


